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平成
20年

4月
スタ
ート

制度のポイント（おさらい）

●75歳以上の人が対象です。（一定以上の障害のある人は
●3月末までに、新しい保険証を1人に1枚交付します。
　老人医療受給者証をお持ちの人は、制度開始の際の手続きは不要です。
●申請や届け出などの窓口事務は市で行い、制度の運営は広域連合が行います。
●保険料の納付は、原則として年金から天引きします。（年金が年額18万円未満の人などは除く）

1月号では、制度の概要と保険料に いてお知らせしま
号では給付についてお知らせします。

②  ― 給付 ―

※これまで加入していた国民健康保険や社会保険などからの移行となりますので、これらの保険（税）料に代わり、後期高齢者
　医療保険料を納めていただきます。
※社会保険などの被扶養者としてこれまで保険料を払っていなかった人は、一定の期間猶予・軽減措置があります。

医療の給付医療の給付

そのほかに受けられる給付そのほかに受けられる給付

医療給付の種類は、現行の老人医療と同じです。

被保険者が亡くなったときは、葬祭費として2万円を支給します。

健康診査を受けることができます。

申請や届け出は、国保けんこう課で受け付けます。

高額介護合算制度が新設されます。
◆これまで窓口負担金が月額で一定の額を超えると、高額医療により負担が軽減されていますが、さらに介護負担金を合算し
　た年額で上限額が設けられ負担した一部が戻ってきます。

◆原爆被爆者健診受診対象者や介護施設の入所者などは除きます。

はり・きゅう施術の助成を受けることができます。
◆指定を受けた施術所で受ける「はり・きゅう」に対して月5回まで、1回あたり700円を助成します。

※上限額は世帯で異なります。詳しくは「広報おおむら4月号」と一緒に配布する「国保特集号」でお知らせします。

医療機関での自己負担は、現行の老人医療と同じです。
◆自己負担の割合は1割（現役並み所得者は3割）と変わりません。
※3割負担となる現役並所得者に該当するかどうかは、同一世帯の被保険者の所得と収入により判定します。
（市民税課税所得145万円以上、かつ、収入が後期高齢者複数世帯520万円以上、単身世帯383万円以上）

国保けんこう課（内線111）
長崎県後期高齢者医療広域連合　1095（816）3930

問い合わせ

ゆう よ
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花
粉
症
と
は
、
花
粉
に
対
し
て
人
間

の
体
が
引
き
起
こ
す
「
異
物
反
応
」
の

こ
と
で
す
。
体
の
免
疫
反
応
が
、
花
粉

に
過
剰
に
反
応
し
て
症
状
が
現
れ
、
花

粉
が
鼻
や
目
に
入
る
と
、
体
が
花
粉
を

外
に
出
そ
う
と
す
る
た
め
に
、「
く
し
ゃ

み
」
や
「
鼻
水
」「
涙
」
が
で
る
の
で
す
。

　

現
在
、
花
粉
症
の
患
者
さ
ん
は
、
30

～
50
歳
代
の
人
に
多
く
、
日
本
の
人
口

の
約
1�
％
（
１
９
９
８
年
の
推
計
）
だ

と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
小
児

花
粉
症
も
増
加
し
た
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
。

花
粉
症
の
予
防

　

ア
レ
ル
ギ
ー
疾
患
を
持
っ
て
い
る
人

や
、
家
族
に
ア
レ
ル
ギ
ー
疾
患
を
持
つ

人
が
い
る
場
合
は
、
花
粉
症
に
な
り
や

す
い
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

大
量
の
花
粉
に
出
会
う
と
、
体
が
抗
体

を
つ
く
り
出
す
可
能
性
が
高
く
な
り
ま

す
。ま
た
、こ
れ
ま
で
軽
症
だ
っ
た
人
も
、

花
粉
を
鼻
か
ら
た
く
さ
ん
吸
い
込
ん
だ

り
目
に
入
っ
た
り
す
る
と
、
花
粉
症
の

症
状
が
強
く
な
り
ま
す
。
花
粉
症
に
な

ら
な
い
た
め
に
は
、
花
粉
に
な
る
べ
く

接
し
な
い
こ
と
が
重
要
で
す
。 

花
粉
症
の
対
策

　

マ
ス
ク
は
、
花
粉
の
飛
散
の
多
い
と

き
に
は
吸
い
込
む
花
粉
を
減
ら
し
、
鼻

の
症
状
を
少
な
く
さ
せ
る
効
果
が
あ
り

ま
す
。
ま
た
、
う
が
い
は
、
の
ど
に
流

れ
た
花
粉
を
除
去
す
る
の
に
効
果
が
あ

り
ま
す
。
一
般
的
に
は
鼻
の
粘
膜
を
正

常
に
保
つ
こ
と
が
最
も
重
要
で
、
睡
眠

を
十
分
に
と
り
、
正
常
な
免
疫
機
能
を

保
ち
ま
し
ょ
う
。
風
邪
を
ひ
か
な
い
こ

と
、
お
酒
を
飲
み
す
ぎ
な
い
、
タ
バ
コ

を
控
え
る
こ
と
も
重
要
で
す
。

花
粉
症
の
診
断

　

花
粉
症
の
診
断
の
多
く
は
、
花
粉
飛

散
時
の
症
状
の
有
無
と
血
液
中
に
あ
る

花
粉
に
対
す
る
抗
体
の
存
在
で
診
断
さ

れ
ま
す
。
鼻
の
症
状
が
ひ
ど
い
場
合
は

耳
鼻
咽
喉
科
、
目
の
症
状
が
ひ
ど
い
場

合
は
眼
科
を
お
勧
め
し
ま
す
。
内
科
、

小
児
科
、
ア
レ
ル
ギ
ー
科
な
ど
で
も
診

療
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

花
粉
症
の
治
療

　

花
粉
症
の
治
療
に
は
、
医
療
機
関
で

行
う
薬
物
療
法
、
手
術
治
療
、
減
感
作

療
法
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
治
療
と

同
時
に
、
花
粉
か
ら
身
を
守
る
こ
と
も

重
要
で
す
。
ま
た
、
完
治
の
可
能
な
治

療
法
は
減
感
作
療
法
だ
け
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
が
、
現
在
の
治
療
法
で
は
、
完

治
す
る
率
は
決
し
て
高
く
あ
り
ま
せ
ん
。

現
在
、
新
し
い
減
感
作
療
法
の
研
究
が

進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

市
立
病
院
だ
よ
り
大
村
市
立
病
院　

☎
%2
２
１
６
１

花 

粉 

症

どなたでも自由に参加できます。直接会
場へお越しください。手話通訳・要約筆
記も行います。

ふれあい健康講座

変
わ
り
ま
す
！
市
立
病
院 

①

　

大
村
市
立
病
院
は
、
４
月
１
日
か
ら
「
市
立
大
村
市
民
病
院
」
と

し
て
新
た
に
ス
タ
ー
ト
し
ま
す
。
ど
の
よ
う
に
変
わ
る
の
か
を
、
お

知
ら
せ
し
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
多
く
の
皆
さ
ん
に
ご
利
用

い
た
だ
い
て
い
た
市
立
病
院
を
、
４
月

１
日
か
ら
「
社
団
法
人
地
域
医
療
振
興

協
会
」
に
運
営
を
委
託
し
ま
す
。

　

こ
れ
を
契
機
に
、
よ
り
市
民
の
皆
さ

ん
に
親
し
ま
れ
る
病
院
に
な
る
よ
う
名

称
を
「
市
立
大
村
市
民
病
院
」
と
改
め
、

新
た
に
ス
タ
ー
ト
し
ま
す
。

　

ま
た
移
行
に
合
わ
せ
て
、
病
院
施
設

も
正
面
玄
関
、
外
来
ホ
ー
ル
、
ト
イ
レ

な
ど
を
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
い
た
し
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
患
者
の
皆
さ
ん
へ
よ
り
良

い
医
療
の
提
供
を
行
う
た
め
に
、
医
療

機
器
の
充
実
を
図
り
ま
す
。

「
社
団
法
人
地
域
医
療
振
興
協
会
」
と
は

　

地
域
医
療
の
問
題
を
解
決
し
、
へ
き

地
を
中
心
と
し
た
地
域
保
健
医
療
の
調

査
研
究
や
地
域
医
学
知
識
の
啓
発
と
普

及
を
行
う
こ
と
を
目
的
に
設
立
さ
れ
た

公
益
法
人
で
す
。
地
域
医
療
に
豊
富
な

経
験
を
持
ち
、
全
国
で
34
か
所
の
病
院

施
設
を
運
営
し
て
い
ま
す
。

　
●
本
部　

東
京
都
千
代
田
区
平
河
町

●
設
立　

昭
和
�1
年
５
月

●
主
な
活
動　

・
医
学
生
の
研
修
活
動
の
支
援

・
へ
き
地
等
勤
務
医
師
の
職
業
紹
介
・
あ
っ
旋

・
医
療
施
設
等
の
管
理
運
営
受
託

●
主
な
運
営
施
設　

　

▼
共
立
湊
病
院
（
静
岡
県
）
▼
日
光

市
民
病
院
（
栃
木
県
）
▼
市
立
伊
東
市

民
病
院
（
静
岡
県
）
▼
西
吾
妻
福
祉
病

院
（
群
馬
県
）
▼
横
須
賀
市
立
う
わ
ま

ち
病
院
（
神
奈
川
県
）
▼
市
立
恵
那
病

院
（
岐
阜
県
）
▼
東
京
北
社
会
保
険
病

院
（
東
京
都
）
▼
市
立
奈
良
病
院
（
奈

良
県
）
な
ど

と　き　２月２日（土）、午後１時〜２時

ところ　市立病院　大会議室

内　容　乳がんの診断と治療〜早期発見するために〜

講　師　劉　中誠 外科医
りゅう　　ちゅうせい

広
報
お
お
む
ら
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

市
政
だ
よ
り
「
広
報
お
お
む
ら
が
」
が
、
よ
り
市
民
生
活
に
密
着
し
た
広
報
紙
に
な
る
よ
う
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

皆
さ
ん
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。　

■
情
報
政
策
課
（
内
線
２
０
４
）

■
問
い
合
わ
せ

　

企
画
政
策
課
病
院
経
営
対
策
室　
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